
議第５号 

 

 

議会デジタル化推進特別委員会の設置について 

 

 

 京丹後市議会委員会条例第６条の規定により、次のとおり特別委員会を設置するものとする。 

 

記 

 

１ 委員会の名称   議会デジタル化推進特別委員会 

 

２ 設置の目的   デジタルトランスフォーメーションによる議会のデジタル化を更に推進するため 

 

３ 委員会の構成   ６名 

 

４ 設 置 期 間   調査・検討が終了するまでの間 

 

 

 令和７年１１月２８日提出 

 

 

        提出者 京丹後市議会議会運営委員会委員長  谷 津 伸 幸 
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